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お知らせ版

次世代エール給付金事業次世代エール給付金事業
　新型コロナ支援策として国が18歳以下に給付した「子育て　新型コロナ支援策として国が18歳以下に給付した「子育て
世帯への臨時特別給付金」。町は支援の対象外となった若い世帯への臨時特別給付金」。町は支援の対象外となった若い
世代を応援するため、独自に給付金を給付します。世代を応援するため、独自に給付金を給付します。

●対　象●対　象　平成11年4月2日～平成15年4月1日生まれで、　平成11年4月2日～平成15年4月1日生まれで、
次のいずれかに該当する人次のいずれかに該当する人
①令和4年3月31日時点で町内に住民登録がある人①令和4年3月31日時点で町内に住民登録がある人
②町外在住で、令和3年度の住民税において町内者に扶養②町外在住で、令和3年度の住民税において町内者に扶養
されている人されている人
③町外在住で、令和4年1月1日時点で町内者の健康保険③町外在住で、令和4年1月1日時点で町内者の健康保険
上の扶養となっている人上の扶養となっている人

※②③の場合、扶養者が令和３年度末から申請日まで引き続※②③の場合、扶養者が令和３年度末から申請日まで引き続
き町内に住民登録があることが必要です。き町内に住民登録があることが必要です。
●給付金額●給付金額　現金３万円　現金３万円
※原則対象者名義の口座に振り込みます。※原則対象者名義の口座に振り込みます。
●申込方法●申込方法
▷町内者　４月上旬に申請書を郵送しています。書類を記入▷町内者　４月上旬に申請書を郵送しています。書類を記入
し、添付書類を同封して役場へ返送してください。し、添付書類を同封して役場へ返送してください。
▷町外者　町が対象者を把握できないため、本人や扶養者が▷町外者　町が対象者を把握できないため、本人や扶養者が
役場定住促進係に問い合わせてください。役場定住促進係に問い合わせてください。
●申込期限●申込期限　５月31日（火）　５月31日（火）
●問い合わせ●問い合わせ　役場定住促進係☎201-4321　役場定住促進係☎201-4321

次次世世代代にエールにエール！！


